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今年の夏も連日猛暑続きで９月に入ってもしばらくは暑い日が続いていましたが、最

近はようやく朝晩が少し過ごしやすくなってきました。８月は「夏休みラジオ体操」「み春

野ふるさと夏祭り」とイベント続きでしたが、皆さまのご協力のお陰で無事に終えること

が出来ました。特に夏祭りでは、会場設営や各種出店・和太鼓演奏・パフォーマンス

等でご協力いただいた皆様に心より感謝申し上げます。また会員及び近隣企業等の

皆さんからたくさんの協賛金が寄せられ、数多くの花火を打ち上げることが出来まし

た。当日には多くの皆さんにご来場いただき、たいへん盛況に実施することが出来ま

したこと、心から御礼申し上げます。 

先週９／１５には「敬老の集い」を開催、４６名の皆さまにご参集いただきお弁当を食

べながら楽しく歓談しました。今後ともお元気でお過ごしくださるよう祈念しております。 

来月には「横戸小地区町民体育祭（１０／１２）」「花見川区民まつり（１０／２６）」が開

催されます（詳細は別途回覧、ＨＰ・いちのいち参照）。※区民まつりにはみ春野ソフトボールと鼓春が出店、さらにシャト

ルバスも運行されますので、多くの皆様の参加をお願いします 

また地元公民館で「文化祭」が開催され、各サークルの発表や展示がありますので足を延ばしてみてください。 

（１） 犢橋公民館：１０／１１（土） １２：００～１５：００ 

１０／１２（日） １０：００～１３：４５ 【１２：００～鼓春の和太鼓演奏】 

（２） こてはし台公民館：１０／２５（土） ８：５０～１６：００（１０クラブによる発表会、４クラブによる展示） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 各部からのお知らせ 】 

１． 防災部より 

《富士山噴火に備えましょう》 

富士山が大規模噴火を起こした場合、千葉市では最大で４〜８ｃｍの火山灰が積もると予測されています。火山灰

は目や喉を刺激するだけでなく、交通機能にも深刻な影響を及ぼします。 

具体的には、３ｃｍ以上の降灰で道路がぬかるみ、車両の通行が困難になります。鉄道では、わずか数ミリの灰でも

通電不良や踏切の誤作動が発生し、運行停止の可能性があります。物流の停滞や通勤困難も想定されるため、在

宅避難を基本とした備えが重要です。 
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ご家庭では、飲料水・保存食を２週間分備蓄し、防塵マスク・ゴーグル・モバイルバッテリーなどを準備しましょう。「備

えは思いやり」。日常の延長でできる準備が、いざという時の支えになります。 

 

   

東京都公開動画 

（降灰被害編） 

東京都公開動画 

（降灰対策編） 

内閣府公開動画 

（広域降灰の影響） 

 

 

２． 防犯交通安全部より 

《秋の全国交通安全運動が始まります！》 

実施期間：  ２０２５年９月２１日（日曜日）～９月３０日（火曜日）まで 

スローガン： 見えないを見えるに変える反射材 

運動重点： 

（1） 歩行者の安全な道路横断方法等の実践と反射材用品や明るい目立つ色の衣服等の着用促進 

（2） ながらスマホや飲酒運転等の根絶と夕暮れ時の早めのライト点灯やハイビームの活用促進 

（3） 自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底とヘルメットの着用促進 

 

特に、自転車のながらスマホの罰則が強化されています。下記ＵＲＬ等の運転ルールの再確認をしておきましょう。 

また、安全•安心な街づくりのため引き続き門灯の点灯にご協力をお願いいたします。 

〇政府広報オンライン https://www.gov-online.go.jp/article/202410/entry-6604.html 

 

３． 総務書記部より 

夏祭り開催中にみ春野公園内で発見され本部席に持ち込まれた落とし物は、こてはし台交番に届けをしています。

お心当たりのある方は、こてはし台交番へご照会ください。 

 

４． その他 

《国勢調査のお知らせ》 https://www.kokusei2025.go.jp/ 

統計法に基づく５年に一度の調査で、日本に住んでいるすべての 

人・世帯（外国の方も含む）に回答義務があります。 

９月下旬からみ春野在住の調査員が各戸を訪問し「調査書類」 

をお配りします。その際、世帯代表者のお名前や世帯人数をお訊 

ねする場合がありますので、ご協力をお願いします。 

調査の回答は原則「インターネット」または「郵送」でお願いします（調査員へ提出する方法もあります）。 

・調査書類の配布 ～９／３０  ⇒  ・ご回答（インターネット・郵送） ～１０／８（水） 
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